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 （趣旨） 

 富里市宅地開発指導要綱（平成９年告示第１５号。以下「要綱」という。）における公共

公益施設整備については、本基準によるものとする。 

 

Ⅰ 道路（要綱第１９条関係） 

１ 道路の整備 

 ⑴ 開発区域内道路は、市に帰属する場合、他の市道、国県道と接続がされ、かつ、通

り抜けできるものとする。また、袋路状の道路は、市への帰属は受けないこととする。

ただし、区域の形状及び周辺の状況により市長が特に支障ないと認めた場合、転回広

場を設けたうえで帰属するものとする。 

 ⑵ 開発区域内に都市計画決定されている道路又は一般市道等の新設又は改良計画があ

る場合は、あらかじめ管理者と協議を行い、必要に応じて事業者が整備すること。 

 ⑶ 開発事業の施工に伴い、開発区域外の道路の新設又は改良が必要となる場合は、管

理者と協議を行い、必要に応じて事業者が整備すること。 

 ２ 道路の幅員 

⑴ 開発区域内の道路は、幅員６、９、１２メートルを標準とする。ただし、小区間で

通行上支障がない場合には、幅員４メートル以上でもよいものとする。 

  ⑵ 開発区域外の既設道路の幅員は、原則６メートル以上かつ開発区域内道路の幅員以

上を確保するものとする。 

⑶ 道路の標準横断、構成は次のとおりとする。 

   ① ６メートル道路は、４メートル１車線とし、１メートルの路肩をとる 

② ９メートル道路は、３メートル２車線とし、２メートルの歩道をとる。 

③ １２メートル道路は、３メートル２車線とし、２．５メートルの歩道をとる。 

３ 道路の幅員と構成 

   道路敷と道路幅員は、次に掲げる図を標準とする。また、道路構成において開発区域

内の道路及び開発区域外の既存道路は、原則両側側溝を整備すること。 

  ⑴ Ｕ型側溝の場合             ⑵ Ｌ型側溝の場合 
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  ⑶ Ｕ型側溝（蓋設置）の場合        ⑷ ＬＵ型側溝の場合 
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 ⑸ 防護柵を設ける場合 
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    ※破線の境界線については、管理者と協議すること。 

４ 道路の隅切り 

   道路が同一平面で交差し、又は屈折する場合は、その角地の隅切りをしなければなら

ない。 

  ⑴ 歩道のある場合           ⑵ 歩道のない場合 
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※Ｌ：表に示す隅切長
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 ５ 道路の設計・構造 

   道路計画の設計は、市条例等に基づく道路の構造の技術的基準及び都市計画法に基づ

く開発許可の技術基準に適合するものでなければならない。  

   道路の施工については、千葉県土木施工管理基準等を基に施工し、路床、路盤、舗装

等は後日沈下の生じないよう十分注意すること。また、各層ごとに市の検査を受けるこ

と。 

 

 



  ⑴ アスファルト舗装の構成と各層の名称 

基層工（再生ＡＳ　粗粒度）

上層路盤工　粒度調整（３０～０）

下層路盤工（ＲＣ４０）

表層工（再生ＡＳ　密粒度）

タックコート

プライムコート

 

⑵ 設計の一例 

① Ｔ（大型車交通量）＜１００（台／日・一方向） 

設 計 Ｃ Ｂ Ｒ 

表 層 ＋ 基 層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ 合計厚 加熱アスファル 

ト混合物 

瀝青安 

定処理 
粒度調整 

クラッシ 

ャーラン 

２ ５ － ２０ ２０ 17.0 ４５＊ 

３ ５ － １５ ２０ 15.3 ４０ 

４ ５ － １５ １５ 14.0 ３５ 

６ ５ － １０ １５ 12.3 ３０ 

８ ５ － １０ １０ 11.0 ２５ 

② １００≦Ｔ＜２５０ 

設 計 Ｃ Ｂ Ｒ 

表 層 ＋ 基 層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ 合計厚 加熱アスファル 

ト混合物 

瀝青安 

定処理 
粒度調整 

クラッシ 

ャーラン 

２ ５ － ２５ ３０ 21.3 ６０＊ 

３ ５ － １５ ３５ 19.0 ５５ 

４ ５ － ２０ ２５ 18.3 ５０ 

６ ５ － １０ ３０ 16.0 ４５ 

８ ５ － １５ １５ 14.0 ４０ 

１２ ５ － １０ ２０ 13.5 ３５ 

③ ２５０≦Ｔ＜１０００ 

設 計 Ｃ Ｂ Ｒ 

表 層 ＋ 基 層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ 合計厚 加熱アスファル 

ト混合物 

瀝青安 

定処理 
粒度調整 

クラッシ 

ャーラン 

２ １０ － ３０ ３５ 29.3 ７５＊ 

３ １０ － ２５ ３０ 26.3 ６５ 

４ １０ － １５ ３５ 24.0 ６０ 

６ １０ － １０ ３０ 21.0 ５０ 

８ １０ － １５ １５ 19.0 ４０ 

１２ １０ － １０ １５ 17.3 ３５ 

 

 



④ １０００≦Ｔ＜３０００ 

設 計 Ｃ Ｂ Ｒ 

表 層 ＋ 基 層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ 合計厚 加熱アスファル 

ト混合物 

瀝青安 

定処理 
粒度調整 

クラッシ 

ャーラン 

２ １０ １０ ３５ ３５ 39.0 ９０＊ 

３ １０ ８ ２５ ４０ 35.2 ８３ 

４ １０ ８ ２０ ３５ 32.2 ７３ 

６ １０ ８ ２０ ２０ 28.4 ５８ 

８ １０ ９ １５ １５ 26.2 ４９ 

１２ １０ ９ １０ １０ 23.2 ３９ 

２０以上 １０ ８ － １５ 20.2 ３３ 

⑤ ３０００≦Ｔ 

設 計 Ｃ Ｂ Ｒ 

表 層 ＋ 基 層 上 層 路 盤 下層路盤 

ＴＡ 合計厚 加熱アスファル 

ト混合物 

瀝青安 

定処理 
粒度調整 

クラッシ 

ャーラン 

２ １５ １０ ４５ ５０ 51.3 １２０＊ 

３ １５ １０ ３５ ４０ 45.3 １００ 

４ １５ １１ ２５ ３５ 41.3 ８６ 

６ １５ １０ １５ ３５ 37.0 ７５ 

８ １５ １０ １０ ３０ 34.0 ６５ 

１２ １５ ８ － ３５ 30.2 ５８ 

２０以上 １５ ８ － ２０ 26.4 ４３ 

６ 歩道の構造 

   表層(開粒アスファルト混合物、透水性)４センチメートル、路盤(再生クラッシャーラ

ン)１０センチメートル、フィルター層（山砂）５センチメートルとする。 

表層（開粒度AS）4cm

路盤（RC40）10cm

フィルター層（山砂）5cm
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７ 車両出入口 

   車両出入口は、自動車が車道と沿道隣接地の出入に必要な箇所及び幅を定めて歩道部

を自動車荷重に耐えるように構造変更するものである。 

   車道出入口は、歩行者専用道である一部を車道とするものであるのでその設置に当た

っては、歩行者等の利便（バリアフリー化への対応）を第一に考慮すること。 

      

 



歩道総幅員２．０メートル以上の場合 

一般部 摺付部 切下部 摺付部 一般部

FT-C FD-C FS-C  

８ 横断勾配 

⑴ セメントコンクリート及びアスファルトコンクリートの舗装道の場合１．５パーセ

ント以上２パーセント以下とする。 

⑵ 歩道の場合は１．５パーセントを標準とする。 

９ 縦断勾配 

⑴ 幅員１２メートル道路は７パーセント以下とする。 

⑵ 幅員９メートル道路は８パーセント以下を標準とする。 

⑶ 幅員６メートル道路は９パーセント以下とする。 

⑷ ６パーセント以上の縦断勾配がついている区間は、滑り止め工を施すこと。 

10 排水施設 

   道路には、雨水等を有効に排出するため、長尺側溝等を設け流末処理されていること。 

⑴ 道路の側溝には、１０メートル毎に 1 箇所グレーチング蓋を設けること。 

⑵ 縦断勾配８パーセントを超える区間については４０メートルごとに排水施設に排水

の流速を減ずるための必要な施設を設けなければならない。 

千葉県型長尺側溝 

 
11 道路境界査定 

   開発区域内及び区域に接する道路の境界は明確にされていること。また、事業完了に

伴い道路境界確定図を提出すること。 

12 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条許可 

   道路管理者以外の者が、道路に関して事業施工する場合には、道路管理者の承認を受

けるものとする。また、承認を受けた工事における道路本復旧は、原則として市が行う

宅地開発完了検査前までに実施すること。 

13 道路法第３２条許可 

   道路に工作物、物件又は施設を設け継続して道路を使用しようとする場合においては

道路管理者の許可を受けるものとする。また、許可を受けた工事における道路本復旧は、

原則として市が行う宅地開発完了検査前までに実施すること。 

14 電柱等の設置 

⑴ 電柱及び電話柱（以下「電柱等」という。）を設置する場合は、道路敷の一部（支線

用地を除く。）として、下図により設置用地を確保すること。 

⑵ 電柱等の設置箇所は、道路の片側に統一すること。 

⑶ 電柱等の設置位置及び設置方法については、東京電力株式会社及び日本電信電話株



式会社と十分協議をし、決定すること。 

⑷ 電柱等の設置場所は、宅地開発完了後においては、移設できないものとする。 

⑸ 東京電力株式会社及び日本電信電話株式会社と協議の結果、電柱等の支線等が必要

となる場合は、当該支線等を宅地内に設置すること。また、建築物及び宅地を販売す

るときは、契約者に対して当該用途に永続的に使用する旨を周知させること。 

⑹ 電柱等の設置用地については、防草対策のため、アスファルト又はコンクリートに

より舗装すること。 
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Ⅱ 公園及び緑地（要綱第２０条関係） 

１ 公園の施設は、原則として次に掲げるものを標準とし、設置するものとする。  

面   積 施          設 

１００㎡以上 

１５０㎡未満 

管理施設、ベンチ、野外卓、遊具（１基）、植栽（低木）、

芝生等 

１５０㎡以上 

   ３００㎡未満 

管理施設、ベンチ、野外卓、遊具（１基）、植栽（低木）、芝

生等 

３００㎡以上 

   ５００㎡未満 

管理施設、ベンチ、野外卓、遊具（２基）、植栽（低木）、

芝生等 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 

管理施設、ベンチ、野外卓、遊具（２基）、植栽（低木）、

花壇、芝生等 

１，０００㎡以上 別途協議 

２ 各施設 

⑴ 管理施設 

  ① 出入口は、公道に面した部分に２箇所以上設け、構造は管理用車両及び車椅子が

出入りできるものとする。 

  ② 車止めは、差込式鍵付きを１．２メートルから１．４メートルの間隔で設置する。 

③ 園灯は、ＬＥＤ電球等省エネや環境に配慮した灯具の自動点滅式とし、ブレーカ

ーを設置するとともに、夜間でも人の行動が視認できるよう、園路でおおむね３ル

クスの照度を確保する。 

  なお、設置場所については、近接住宅地との関係を十分考慮した位置とし、公園

規模に応じて適正に配置する。 

④ 雨水排水施設は、敷地の勾配を考慮の上、Ｕ字溝・集水桝等を必要な場所に設置

し、その蓋はグレーチングを使用する。 

⑤ 外柵は、出入口を除き、公道に面する部分はメッシュフェンス高さ１．２メート

ル以上のものを設置する。住宅等に接する部分は、住宅の１階の窓に合わせてプラ



イバシーフェンス高さ１．２メートル以上のものを設置する。 

⑵ 遊戯施設 

① 遊戯施設の設置に当たっては、安全領域を考慮して設置する。 

② ブランコを設置する場合は、閉鎖型境界柵及びゴムマットを併せて設置する。 

③ 遊具の選定にあたっては、ユニバーサルデザイン遊具や健康遊具なども含め検討

するものとする。 

⑶ 便益施設 

   水飲み及び手洗い水栓を設置する場合は、自閉式とする。設置しない場合であって

も水道の引き込みは行うものとする。また、排水は下水道に放流する。  

  ⑷ 修景施設 

植栽は、公園利用者や隣地住民への環境を考慮し配置するなど、適正な緑化に努める

ものとする。 

なお、園路等緑化しない箇所については、雑草が繁茂しないよう配慮することとする。 

 

Ⅲ 排水施設（要綱第２２条、第２３条関係） 

１ 基本基準 

⑴ 排水施設の計画に当たっては、次の事項を十分調査の上で当該排水施設の規模、    

構造及び能力を設定しなければならない。 

  ① 周辺の開発状況、地形、地質、地下水及び雨水の集水区域。 

② 地下埋設物等の種類、位置、深さ及び形状等。 

③ 既設下水管渠等の形状、深さ、整備状況及び破損の有無。 

④ その他必要な調査。 

  ⑵ 排水施設の計画に当たっては、関係機関及び各担当課と協議の上で計画し、施工し

なければならない。 

  ⑶ 排水施設の流量計算書は、必ず添付すること。 

  ⑷ 流末排水施設について、開発区域及び開発区域周辺の流出量を勘案し、必要に応じ

て開発区域外の排水施設を整備しなければならない。 

２ 雨水貯留施設 

開発区域面積が１ヘクタール未満の宅地開発の雨水貯留施設の構造及び規模について

は、次に掲げるものとする。 

 

   市街化区域であるか    

  YES NO   

            

 放流先はあるか   放流先はあるか  

 YES NO   YES NO  

              

① 調 整 池    ① 調 整 池    

又は    又は    

② 貯留浸透施設    ③ 貯留浸透施設    

          

  ④ 貯留浸透施設   ⑤ 貯留浸透施設 



        

   ① 調整池 

   Ｖ①で求める規模以上貯留可能な規模の調整池を設置し、断面積Ａｏのオリフィ

スで、許容放流量１ｈａ当たり 0.025ｍ３／秒以下で放流するものとする。 

   規模算定式は次のとおりとする。 

Ｖ①＝（ｒｉ－ｒｃ／２）×60×ｔ×ｆ×Ａ×１／360 

ｒｉ＝ 
40

5000

ｔ＋
 

ｒｃ＝ 
Ａｆ

Ｑｃ



360
 

           Ｖ①：調整池容量（ｍ３） 

           ｒｉ：任意の降雨継続時間ｔの降雨強度（㎜／時） 

           ｒｃ：下流許容放流量に相当する降雨強度（㎜／時） 

            ｔ：任意の降雨継続時間（分） 

            ｆ：開発区域内の平均流出係数 

            Ａ：開発区域面積（ｈａ） 

           Ｑｃ：許容放流量（ｍ３／秒）＝0.025（ｍ３／秒）×Ａ（ｈａ） 

任意の降雨継続時間ｔの算定式は次のとおりとする。 

ｔ＝
ｒｃ

）ｒｃ－（ｒｃ－２ｒｃ）（ｒｃ＋‐ 2000008004040 2 
 

オリフィスの断面積の算定式は次のとおりとする。 

     Ａｏ＝
Ｈｏｇ２Ｃ

Ｑｃ


      Ａｏ：オリフィス断面積（ｍ２） 

      ▽H．W．L           Ｑｃ：許容放流量（ｍ３／秒） 

                        ＝0.025（ｍ３／秒）×Ａ（ｈａ） 

                      Ｃ：流量係数 

            Ｈｏ          ＝0.6（ベルマウスを有しない） 

                     Ｈｏ：オリフィス底面と最大水位との差（ｍ） 

                      ｇ：重力の加速度（ｍ／ｓ２）＝9.8 

    Ｄ 

          正方形の場合：Ｄ（一辺）＝ Ａｏ（ｍ）以下 

          円 形の場合：Ｄ（直径）＝
３．１４

４Ａｏ
（ｍ）以下 

調整池は、駐車場及び緑地と多目的に利用することができるものとする。ただし、

駐車場及び緑地の機能を損なうことのないよう設計し、かつ、安全性の確保を十分

考慮すること。 

② 貯留浸透施設 

Ｖ②で求める容量以上貯留可能な規模の貯留浸透施設を設置し、その H．W．L よ

り上に放流管を設置し、放流するものとする。 

規模算定式は次のとおりとする。 



Ｖ②＝ｆ×Ｉ×ａ 

Ｖ②：貯留浸透施設容量（ｍ３） 

           ｆ：開発区域内平均流出係数 

           Ｉ：雨量（ｍ）＝0.062 

           ａ：開発区域面積（㎡） 

   ③ 貯留浸透施設 

Ｖ③で求める容量以上貯留可能な規模の貯留浸透施設を設置し、その H．W．L よ

り上に放流管を設置し、放流するものとする。 

規模算定式は次のとおりとする。 

Ｖ③＝ｆ×Ｉ×ａ 

Ｖ③：貯留浸透施設容量（ｍ３） 

           ｆ：開発区域内平均流出係数 

           Ｉ：雨量（ｍ）＝0.074 

           ａ：開発区域面積（㎡） 

④ 貯留浸透施設 

建築物の建築を目的とするもので、排水流末を他の排水施設に接続することが困

難であり、かつ、周辺に被害を及ぼすおそれのないものである場合は、Ｖ④で求め

る容量以上貯留可能な規模の貯留浸透施設を設置するものとする。 

規模算定式は次のとおりとする。 

Ｖ④＝ｆ×Ｉ×ａ 

Ｖ④：貯留浸透施設容量（ｍ３） 

           ｆ：開発区域内平均流出係数 

           Ｉ：雨量（ｍ）＝0.074 

      ａ：開発区域面積（㎡） 

⑤ 貯留浸透施設 

開発区域面積が原則として 1,000 平方メートル未満の自己の業務の用に供する建

築物の建築を目的とするもので、排水流末を他の排水施設に接続することが困難で

あり、かつ、周辺に被害を及ぼすおそれのないものである場合は、Ｖ⑤で求める容

量以上貯留可能な規模の貯留浸透施設を設置するものとする。 

規模算定式は次のとおりとする。 

Ｖ⑤＝ｆ×Ｉ×ａ 

Ｖ⑤：貯留浸透施設容量（ｍ３） 

           ｆ：開発区域内平均流出係数 

           Ｉ：雨量（ｍ）＝0.074 

      ａ：開発区域面積（㎡） 

３ 流出係数 

  開発区域内の平均流出係数は、下表により加重平均して求める。 

種 別 流 出 係 数 種 別 流 出 係 数 

水 面 １．００ 公 園 緑 地 ０．２５ 

屋 根 ０．９０ 浸 透 性 舗 装 ０．８０ 



道 路 ０．９０ 間 地 ０．３０ 

砂利敷 (車乗入有 ) ０．５０ 砂利敷 (車乗入無 ) ０．３０ 

 

貯留浸透施設構造図（参考） 
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Ⅳ 消防施設（要綱第２４条関係） 

 １ 消防水利施設は、消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）に定める整備基準  

（消防水利の基準第３条）により設置するものとする。 

   消防水利は、防火水槽・消火栓・その他の水利とし、常時貯水量が４０立方メートル

以上又は取水可能水量が毎分１立方メートル以上かつ連続４０分以上の給水能力を有す

るものであること。なお、その構造等は次によること。また、消防水利の周囲にフェン

スを設ける場合には、吸管投入口の直近部分に、一辺が０．３メートル以上の吸管投入

口を設けること。 

⑴  防火水槽 

防火水槽（規格は４０立方メートル以上）は、消防防災施設整備費補助金交付要綱

別表第４に準ずるものとし、おおむね次の図のとおりとする。 

充填コンクリート

敷きモルタル

基礎コンクリート

基礎砕石

1ヶ所 40m

4,
50
0以

下

50
0

貯水3

タラップ

600

 

 ① 地盤面の落差が４．５メートル以下であること。 

② 取水部分の水深が０．５メートル以下であること。 

③ 吸管投入口を２箇所設け、消防ポンプ自動車が２台同時に、かつ容易に部署でき

ること。 

④ 吸管投入口は、その一辺が０．６メートル以上又は直径が０．６メートル以上で

あること。 

⑤ 吸管投入口より水槽内に降りられるように、タラップを設けること。 



⑥ 防火水槽に直接寄付きができない場合には、採水口を設けるなど必要な措置を講

ずること。 

⑦ 蓋の形式は、市消防長と協議すること。 

(2) 消火栓 

① 消火栓は、呼称６５の口径を有するもので直径１５０ミリメートル以上の管に取

り付けられていること。ただし、管網の一辺が１８０メートル以下となるよう配管

されている場合は、管網の管の直径を７５ミリメートル以上とすることができる。

また、設置及び管径については、市長（上下水道課）及び市消防長と協議すること。 

② ①の規定にかかわらず、解析及び実測により取水可能水量が毎分１立方メートル

以上であると認められるときは、管の直径を７５ミリメートル以上とすることがで

きる。この場合、消火栓の位置その他の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応

じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意すること。なお、詳細に

ついては、市長（上下水道課）及び市消防長と協議すること。 

③ 私設消火栓の水源は、５個の私設消火栓を同時に開放したとき、毎分１立方メー

トル以上で、かつ、連続４０分以上の給水能力を有すること。 

⑶ 標識 

    標識は、通達「消火栓及び消防水利の標識（昭和４５年８月１９日消防防第４４２

号都道府県消防主管部長あて消防庁防災救急課長通達）」に合致したもので、地は赤

色、文字を白色とした直径０．６メートル以上の円板とし、地上１メートル以上の部

分に設けること。詳細については、市消防長と協議すること。また、文字は防火水槽

にあっては「防火水そう」、消火栓にあっては「消火栓」とすること。なお、水利標

識を設置できない場合には、市消防長と協議すること。 

鋼製ネカセ

消防法第20条第2項に規定する消防水利の標識（参考図）
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⑷ その他 

① 設置する土地が著しく軟弱な地盤又は液状化のおそれがある地盤では、市消防長

と協議し、地盤の改良・杭基礎等の必要な対策を講ずること。 

② 防火水槽等の設置場所は、事業によって建設される予定の公共施設敷地内及び公

園敷地内への設置も原則として可能とする。 

③ 防火水槽の用地又は施設は、原則として市へ帰属するものとすること。 



 ２ 消防活動上必要な空地等 

   地上４階以上又は高さ１５メートルを超える建築物を建築する場合は、次に掲げる基

準を考慮し、消防活動に支障をきたさないように事業を計画するものとする。 

  ⑴ 建築物の長辺（原則として各戸の主たる居室の開口部が面する辺）に沿って建築物

の壁面から５メートル以内に、梯子付消防自動車等が容易に架梯するための幅員６メ

ートル以上の道路等を配置すること。また、道路等は原則として行き止まり・袋状と

しないこと。 

⑵ 道路等は、梯子付消防自動車等が２方向から進入できるように計画すること。ただ

し、必要な回転スペースを設置したときは、この限りでない。 

⑶ 道路周辺には、梯子付消防自動車の伸張及び旋回に支障となる工作物、架空電線等

を設けないこと。 

⑷ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２６条の６により設けられる

建築物の非常用進入口（代替進入口を含む。）には、梯子付消防自動車が進入口に容易

に架梯できる空地を設けること。なお、進入路及び活動用空地は、２０トン以上の自

動車荷重に耐える構造とする。 

⑸ その他消防活動上必要な空地の基準等については市消防長と協議すること。 

 

Ⅴ 防犯施設（要綱第２７条関係） 

防犯灯は、事業区域内に新たに整備する道路又は事業区域内に接する道路に、路面上の

平均水平面照度が３ルクス以上確保できる器具を選定し設置すること。その他にあっては

別途協議とする。 

 

Ⅵ 交通安全施設（要綱第２８条関係） 

 １ 防護柵の設置 

   車両の路外への逸脱防止、歩行者の保護、歩行者の横断抑制のためガードレール等の

防護柵を設置すること。 
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２ 照明施設 

   交通事故の発生のおそれがある場所（交差点、曲線部、横断歩道）に照明施設を設置

すること。 

３ その他の交通安全施設 

   交通事故の発生のおそれがある場所には、別途協議の上で交通安全施設を設置するこ

と。 

 

Ⅶ ごみ収集施設（要綱第３０条関係） 

１ ごみ収集場所は、原則として道路に面して設置するとともに、道路に面する辺を除き

コンクリートブロック等により囲いを行い、コンクリート舗装により水勾配をとること。 

２ 境界標は、隣接地が民有地にあってはプレートを用いて施設に埋設すること。埋設で

きない場合は、紛失の防止及び安全対策のため、コンクリートで巻き立て、しっかり固

定すること。 

３ ごみ収集場所の使用を開始するまでの間、開口部をふさぐなど不法投棄を防止する対

策を講じること。 

 

 



附 則 

この基準は、平成１２年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２７年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この基準は、令和７年９月１日から施行する。 

 


